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O高浜市地域生活支援事業実施規則
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附則

第1章 総 則

(目的)

平成18年12月25日

規則第75号

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下『法J という。)第77

条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、障害者及び障害児(以下「障害者等Jという。)が自立した日常生活又は社

会生活を営むために、地域生活支援事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度等利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センタ一事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 更生訓練費給付事業
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(9) 日中一時支援事業

(10) 生活吠ポート事業

(11) 自動車改造費助成事業

2 市長は、前項に掲げる事業の利用に要した費用の一部について支給し、当該事業の全

部若しくは一部を団体等に委託し、又は社会福祉法人等の実施する当該事業に補助する

ことができるものとする。

(事業者の責務)

第3条 前条第2項の規定により委託文は補助を受けて同条第1項に掲げる事業を行う者

• (以下「事業者J という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するととも

に、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 事業者は、地域生活支援事業としてサービスを提供するに当たっては、障害者等の特

性に応じた適切な配慮をして行うものとする。

3 第5章から第7章まで及び第10章の事業を行う事業者は、地域生活支援事業として提供

するサービスの利用を希望する者からの申込みがあった場合には、その者に対し、サー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明するとともに、

あらかじめ当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項につい

て説明し、当該サービスの提供開始についてその者の同意を得なければならない。

(利用者負担額の上限)

第4条 第30条第3項、第39条第3項、第46条第3項、第55条、第66条第3項及び第75条の規

定による利用者負担額と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定

費用を除く o )の額から法第29条第3項の規定により算定された同一の月における介護給

付費及び訓練等給付費の額を控除して得た額を加えた額が、障害者自立支援法施行令(平

成18年政令第10号)第17条第1項各号に規定する負担上限月額を超えるときは、当該負担

上限月額を利用者負担額とする。

(平20規則37・一部改正)

第2章相談支援事業

(事業の目的)

第5条 相談支援事業は、障害者等の福祉に関する問題について、障害者等からの相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援その他必要な支

援を行うとともに-、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他・

の必要な援助を行うことにより、障害者等の権利擁護を目的とする。

(事業の内容)

.第6条 相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害福祉サービスについての情報提供及び相談その他障害福祉サービスの利用援
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助に関すること。

(2) 障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

(3) 専門機関の紹介に関すること。

(4) 地域の、障害福祉に関するシステムを構築すること。

(5) 高浜市地域ケア会議設置規則(平成18年高浜市規則第54号)に規定する障害者地域

自立支援協議会及び障害者就労支援会議に関すること。

(相談窓口の設置)

第7条 福祉事務所長は、前条の相談支援事業を行うため、高浜市いきいき広場に相談窓

口を置く。

2 前項の相談窓口は、高浜市いきいき広場の管理及び運営に関する規則(平成8年高浜市規

則第9号)第2条第1号に規定する福祉に係る相談並びに福祉サービスの調整及び提供に関

する事業の一部とする。

第3章 成年後見制度等利用支援事業

(事業の目的)

第8条 成年後見制度等利用支援事業は、.知的障害者文は精神障害者に関し、成年後見制

度等の審判の請求をするとともに、その手続に係る費用及び後見人等(成年後見人、保佐

人及び補助人をいう。以下この章において同じ。)の報酬の全部文は一部を助成すること

により、これらの者の権利を擁護することを目的とする。

(対象者)

第9条 成年後見制度等利用支援事業により審判を受けることができる者は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住する重度の知的障害者文は精神障害者

(2) 障害福祉サービスを利用しようとするものであること。

(3) 成年後見制度等の手続に係る費用助成を受けなければ成年後見制度等の利用が困

難であると認められるもの

(4) 後見入等の報酬助成を受ける場合にあっては、生活保護を受けているもの

(平20規則37・一部改正)

(事業の内容)

第10条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、次に掲げる審判の請求をするもの

とする。

(1) 民法第7条第1項に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲拡張の審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判



(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

2 福祉事務所長は、次の費用の全部又は一部の助成を行うものとする。

(1) 前項の審判の請求に係る手数料、登記手数料、鑑定費用その他の成年後見制度等の

手続に係る費用

(2) 後見人等の報酬

(報酬の申請等)

第11条 前条第2項第2号の報酬の助成を受けようとする者は、成年後見人等報酬費用助成

申請書(様式第1)に必要な書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を

成年後見人等報酬費用助成(不助成)決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものと

する。

• (報酬の請求等)

第四条 前条第2項の規定により成年後見人等報酬助成決定を受けた者は、報酬の助成を

受けようとするときは、成年後見人等報酬費用助成請求書(様式第3)を福祉事務所長に提

出しなければならない。

第4章 コミュニケーション支援事業

第1節 手話通訳者設置事業
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様式第1(第11条関係)

成年後見人等報酬費用助成申請書

年月日

福祉事務所長殿

住所

申請者氏名

電話番号

印

成年後見人等に対する報酬費用の助成を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

成年後見人等の種類 成年後見人 保佐人 補助人

氏名

住所

生年月日 年 月 日 年齢

電話番号

， 

成年後見人等の種類 成年後見人 保佐人 補助人

氏名

住所

生年月日 年 月 日 年齢

電話番号

期間 年 月 日から 年 月 日まで

報酬費用の額 月額 円 期間分 円

※添付書類

l 報酬付与の審判書の写し

2 家庭裁判所に提出した成年被後見人、被保佐人又は被補助人の財産目録の写し



様式第2(第11条関係)

第号

年月日

様

福祉事務所長 印

成年 後見人等報酬費用助成(不助成)決定通知書

年 月 日付けで申請のありました成年後見人等に対する報酬費用の助成について、下記のとお

り決定したので通知します。

記

決定の内容 助成 不助成

成年後見人等の種類 成年後見人 保佐人 補助人

氏名

助成期間

決定額 円

不助成の場合は理由

決定の内容 助成 不助成

成年後見人等の種類 成年後見人 保佐人 補助人

氏名

助成期間

決定額 円

不助成の場合は理由

備考1 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 60日以

内に高浜市長に対し審査請求をすることができます。

2 この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から

起算して6か月以内に、高浜市を被告として提起することができます。なお、処分の取消しの訴

えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の各号

のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。

(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があ

るとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



様式第3(第12条関係)

成年後見人等報酬費用助成請求書

年 月 日

福 祉事務所長殿

住所

請求者 氏名

電話番号

印

年 月 日付け 第 号で決定のあった成年後見人等に対する報酬費

用の助成について、下記のとおり請求します。

コ-
M==ロ

請求額 金 円

振込先金融機関名 支底名

口座種別 普通 当座

口座番号
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